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共有及び共有持分権の法律的性質



[image: 集合写真]



共有とは､ １個の物を複数人で共同所有する形態の一つです｡ 共有の法律的性質については､ 各共有者が一つずつの所有権を有するものの､目的物が1個であるために互いの所有権を互いに制限し合っている状態であるといえます｡ このように制限された所有権を共有持分権といいます｡
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ご相談をご希望の方は、下記よりお電話かメールで

ご相談受付にお申込みください。
電話で相談受付に申し込む

0120-803-628
受付時間：平日9:00～19:00
※通話料は無料です

メールで相談受付に申し込む
ご相談受付
通常1～2営業日以内に担当の弁護士から
ご連絡させていただきます。
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 通話無料
平日 9:00～19:00 





 メールフォーム
でのお問合せ 








  